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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第75期

第３四半期
連結累計期間

第76期
第３四半期
連結累計期間

第75期

会計期間

自平成26年
　４月１日
至平成26年
　12月31日

自平成27年
　４月１日
至平成27年
　12月31日

自平成26年
　４月１日
至平成27年
　３月31日

売上高 （千円） 8,021,401 8,905,373 12,136,671

経常利益 （千円） 394,605 555,069 650,021

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 228,186 361,055 385,381

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 280,351 339,981 469,827

純資産額 （千円） 4,411,328 4,857,001 4,568,368

総資産額 （千円） 8,331,605 9,709,779 9,243,038

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 31.08 49.22 52.37

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 52.95 50.02 49.42

 

回次
第75期

第３四半期
連結会計期間

第76期
第３四半期
連結会計期間

会計期間

自平成26年
　10月１日
至平成26年
　12月31日

自平成27年
　10月１日
至平成27年
　12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 19.03 21.86

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．売上高には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

４．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、第１四半期連結累計

期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としております。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当企業グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。また、主要な関係会社に異動はありません。
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第２【事業の状況】
　（注）　「第２　事業の状況」における各事項の記載については、消費税等抜きの金額で表示しております。

 

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて、見直しを

行い、以下の通りといたしました。

　なお、文中における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当企業グループが判断したも

のであります。

(1）事業環境の変化に関するリスク

国内外の景気後退や建設市場の縮小等により、想定を上回る建設需要の減少や、官公庁による公共事業の大幅な減

少、不動産市場における需給状況や価格の大幅な変動等、建設・不動産市場における急激な環境の激化により受注額

が大幅に減少した場合には、当企業グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(2）特定地域への事業集中に関するリスク

当企業グループにおける建設事業は、主に東播磨地域を中心とした兵庫県南部地域における受注度が相当高いこと

から、国全体の景気動向に比して当該地域の景気が著しく落ち込み、当該地域における民間建設需要や官公庁による

公共事業が大幅に減少した場合には、当企業グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(3）建設コストの高騰等に関するリスク

建設資材の急激な価格高騰や調達難、労務単価の高騰や建設技能労働者の不足等が生じたことにより、工事原価の

上昇による利益率の低下や工期の遅延等が発生した場合には、当企業グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があ

ります。

 

(4）施工物の品質・技術上の瑕疵に関するリスク

施工物の設計・施工段階における品質・技術上に重大な瑕疵があり、人身や施工物等に関わる重大な事故を引き起

こし、瑕疵担保責任や製造物責任等に基づく多額の損害賠償義務が発生した場合には、当企業グループの経営成績や

企業評価に影響を及ぼす可能性があります。

 

(5）取引先の信用に関するリスク

国内外の景気後退や建設市場の縮小等により、発注者、協力会社、共同施工会社等の取引先における信用不安が顕

在化し、資金の回収不能や工期の遅延等が発生した場合には、当企業グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があ

ります。

 

(6）保有資産の価格変動等に関するリスク

事業用不動産や有価証券等の保有資産における時価や収益性が著しく下落した場合には、当企業グループの経営成

績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(7）繰延税金資産に関するリスク

将来の課税所得等の見積りの変動や税制改正等により、繰延税金資産の取崩しが発生した場合には、当企業グルー

プの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(8）情報管理に関するリスク

顧客の個人情報や取引先等の機密情報が、何らかの要因により外部へ漏洩し、あるいは消失した場合には、当企業

グループの経営成績や企業評価に影響を及ぼす可能性があります。

 

(9）訴訟等に関するリスク

当企業グループの事業運営において予期せぬ問題や紛争が生じ、これにより訴訟等を提起し、あるいは訴訟等を提

起された場合には、当企業グループの経営成績や企業評価に影響を及ぼす可能性があります。
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(10）事故の発生に関するリスク

建設事業については、安全管理に万全の対策を講じておりますが、万一不測の事故・災害が発生した場合、建設業

法の監督処分や、自治体等各発注機関の指名停止措置の対象になるとともに、損害賠償等により経営成績に影響を及

ぼす可能性があります。

運輸事業については、安全対策と事故防止に全力を挙げて取り組んでおりますが、重大な車両事故や商品事故が発

生した場合には、損害賠償のほか、車両の使用停止などの行政処分により経営成績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

 

(11）大規模自然災害に関するリスク

地震、津波、台風、その他風水害等の大規模自然災害が発生し、当企業グループの資産や従業員等に直接的な損害

が及んだ場合や、災害発生後の受注動向の変化や建設コストの高騰、電力エネルギー供給能力の低下など、事業環境

が大幅に変化した場合には、当企業グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(12）法的規制等に関するリスク

当企業グループの主たる事業である建設事業は、建設業法、建築基準法、宅地建物取引業法、国土利用計画法、都

市計画法、独占禁止法、その他労働関連法令や環境関連法令等の法的規制を受けております。そのため、これらの法

令等を遵守し、許認可更新等に支障が出ないような体制の構築に努めておりますが、関係する法令の新設や改廃、適

用基準の変更等があった場合には、当企業グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

また、当企業グループの連結子会社では運輸事業を営んでいることから、貨物自動車運送事業法、道路交通法、消

防法、その他環境関連法令等の法的規制を受けております。そのため、これらの法令等を遵守し、許認可更新等に支

障が出ないような体制の構築に努めておりますが、関係法令の改正等や、事業上における競合他社との価格競争、燃

料費の高騰、環境規制の強化、車両事故の発生、積荷に関する事故の発生等があった場合には、当企業グループの経

営成績や企業評価に影響を及ぼす可能性があります。

 

法規制について、その有効期間やその他の期限が法令、契約等により定められているものは下表のとおりでありま

す。

法 令 等 許認可等 有効期限 取消事由

建設業法

特定建設業の許可

国土交通大臣許可

（特-23）第505号

平成28年12月25日

（５年ごとの更新）
建設業法第29条

宅地建物取引業法

宅地建物取引業者免許

兵庫県知事免許

（11）第400048号

平成29年8月10日

（５年ごとの更新）
宅地建物取引業法第66条

建築士法

一級建築士事務所登録

兵庫県知事登録

第01A02388号

平成30年4月20日

（５年ごとの更新）
建築士法第26条

貨物自動車運送

事業法

一般貨物自動車運送事業許可

大陸第6586号（兵庫）

大陸第6291号（大阪）

中国自貨第1021号

期限なし 貨物自動車運送事業法33条

なお、当企業グループでは、上記に関する許可の諸条件や各法令の遵守に努めており、現時点において、これら

の免許の取消事由に該当する事実はないと認識しております。

 

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当企業グループが判断したものでありま

す。

　なお、第１四半期連結累計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）

等を適用し、「四半期純利益」を「親会社株主に帰属する四半期純利益」としております。

(1）業績の状況
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連結経営成績

当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、在庫水準の高まりから企業の生産活動は弱含みで、中国経

済の成長鈍化や米国向け輸出の減少などにより貿易収支も赤字が続き、経済の回復は足踏みの状態にありました。

建設業界におきましては、官公庁工事はやや減少したものの、オフィスや物流施設等の民間工事需要の堅調さ

が下支えし、不採算工事がほぼ一巡したことから業界全体で採算向上も進んでおります。一方、運輸業界におきま

しては、原油安により燃料価格は落ち着いておりますが、個人消費が停滞気味に推移したこと等により貨物輸送量

は減少しました。

このような状況の下で、当第３四半期連結累計期間における建設事業の受注高は、前年同期比11億89百万円減

の99億28百万円となりましたが、通期受注計画120億円に対する進捗率は82.7％であり、今期末時点の繰越工事も

堅調に積み上げております。

売上高につきましては、建設事業における期首繰越工事の施工進捗が順調で、加えて年度内受注工事も売上高

に寄与してきたことから、運輸事業における減少をカバーし、当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比

８億83百万円増の89億５百万円となりました。

次に、利益につきましては建設事業の増収および利益率の改善影響から、当第３四半期連結累計期間の営業利

益は５億10百万円で前年同期比１億29百万円の増益、経常利益は５億55百万円で前年同期比１億60百万円の増益と

なりました。また、親会社株主に帰属する四半期純利益につきましても３億61百万円と前年同期比１億32百万円の

増益となりました。

 

　セグメントの業績は、次のとおりであります。

 売　　上　　高 セグメント利益（営業利益）

・建設事業 87億68百万円（前年同期比 11.4％増） ４億96百万円 （前年同期比 32.8％増）

・運輸事業 １億37百万円（前年同期比 8.8％減） 14百万円 （前年同期比 83.1％増）
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連結財政状態

（資産）

当第３四半期連結会計期間末における流動資産は79億15百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億54百万円増

加いたしました。これは主に債権の回収が進んだことにより、受取手形・完成工事未収入金等が14億31百万円減少

する一方、現金預金が16億２百万円増加したことによるものであります。固定資産は17億93百万円となり、前連結

会計年度末に比べ12百万円増加いたしました。これは投資有価証券が33百万円減少する一方、繰延税金資産が12百

万円、無形固定資産が48百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。

この結果、資産合計は97億９百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億66百万円増加いたしました。

 

（負債）

当第３四半期連結会計期間末における流動負債は45億71百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億55百万円増

加いたしました。これは主に前連結会計年度末の支払債務が決済の進展により減少したことから、支払手形・工事

未払金等が６億84百万円減少する一方、未成工事受入金が５億19百万円増加するとともに、その他流動負債が２億

54百万円増加したこと等によるものであります。固定負債は２億81百万円となり、前連結会計年度末に比べ22百万

円増加いたしました。これは主に退職給付に係る負債が17百万円増加したことによるものです。

この結果、負債合計は48億52百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億78百万円増加いたしました。

 

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は48億57百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億88百万円

増加いたしました。これは、その他有価証券評価差額金が21百万円減少する一方、利益剰余金が３億９百万円増加

したことによるものであります。

この結果、自己資本比率は50.0％（前連結会計年度末は49.4％）となりました。

 

(2）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、当企業グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新

たに生じた課題はありません。

(3）研究開発活動

　特記事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 26,000,000

計 26,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成27年12月31日）

提出日現在
発行数（株）

（平成28年２月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 7,500,000 同左
㈱東京証券取引所

（市場第二部）

単元株式数

100株

計 7,500,000 同左 － －

（注）平成27年４月１日をもって、１単元の株式数を1,000株から100株へ変更しております。

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

平成27年10月１日～
平成27年12月31日

－ 7,500,000 － 723,000 － 472,625

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成27年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

平成27年12月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ 単元株式数100株
普通株式 164,400

完全議決権株式（その他） 普通株式 7,335,200 73,352 同上

単元未満株式 普通株式 400 －
１単元（100株）未満

の株式

発行済株式総数  7,500,000 － －

総株主の議決権 － 73,352 －

 

②【自己株式等】

平成27年12月31日現在
 

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社ソネック
兵庫県高砂市曽根町

2257番地の１
164,400 － 164,400 2.19

計 － 164,400 － 164,400 2.19

　（注）　当第３四半期会計期間末日現在の所有株式数（自己名義所有株式数）及び発行済株式総数に対する所有株式数

の割合は、直前の基準日（平成27年９月30日）以降、変更はありません。

 

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役員の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

代表取締役社長
代表取締役社長
兼営業本部長

福島　孝一 平成27年12月1日
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成27年10月１日から平

成27年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金預金 3,143,853 4,746,812

受取手形・完成工事未収入金等 4,255,859 ※２ 2,824,443

未成工事支出金 50,232 345,166

材料貯蔵品 2,094 2,657

繰延税金資産 38,868 33,889

その他 23,918 16,023

貸倒引当金 △53,200 △53,200

流動資産合計 7,461,627 7,915,793

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 327,033 329,231

機械、運搬具及び工具器具備品 291,012 287,362

土地 736,814 736,814

減価償却累計額 △462,663 △476,588

有形固定資産合計 892,196 876,819

無形固定資産 34,625 82,860

投資その他の資産   

投資有価証券 755,297 722,293

会員権 69,400 69,400

繰延税金資産 32,245 44,893

その他 43,805 43,878

貸倒引当金 △46,160 △46,160

投資その他の資産合計 854,589 834,305

固定資産合計 1,781,410 1,793,985

資産合計 9,243,038 9,709,779
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 4,026,289 3,341,533

未払法人税等 33,086 125,643

未成工事受入金 193,748 713,566

完成工事補償引当金 10,000 7,000

工事損失引当金 1,200 -

賞与引当金 38,700 16,000

その他 112,915 367,404

流動負債合計 4,415,939 4,571,147

固定負債   

役員退職慰労引当金 29,903 34,913

退職給付に係る負債 216,986 234,875

その他 11,840 11,840

固定負債合計 258,729 281,629

負債合計 4,674,669 4,852,777

純資産の部   

株主資本   

資本金 723,000 723,000

資本剰余金 477,001 477,001

利益剰余金 3,298,554 3,608,260

自己株式 △83,029 △83,029

株主資本合計 4,415,526 4,725,232

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 152,842 131,769

その他の包括利益累計額合計 152,842 131,769

純資産合計 4,568,368 4,857,001

負債純資産合計 9,243,038 9,709,779
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年12月31日)

売上高 8,021,401 8,905,373

売上原価 7,309,143 8,018,574

売上総利益 712,257 886,799

販売費及び一般管理費 330,703 376,021

営業利益 381,554 510,777

営業外収益   

受取利息 3,083 3,014

受取配当金 8,723 9,204

受取賃貸料 6,172 37,570

売電収入 － 1,554

その他 1,428 2,350

営業外収益合計 19,407 53,694

営業外費用   

賃貸費用 5,913 6,170

売電費用 － 2,672

その他 443 559

営業外費用合計 6,356 9,402

経常利益 394,605 555,069

特別利益   

固定資産売却益 － 877

投資有価証券売却益 716 －

特別利益合計 716 877

特別損失   

固定資産除却損 24,580 －

特別損失合計 24,580 －

税金等調整前四半期純利益 370,740 555,946

法人税、住民税及び事業税 60,280 196,171

法人税等調整額 82,273 △1,279

法人税等合計 142,554 194,891

四半期純利益 228,186 361,055

親会社株主に帰属する四半期純利益 228,186 361,055
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年12月31日)

四半期純利益 228,186 361,055

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 52,165 △21,073

その他の包括利益合計 52,165 △21,073

四半期包括利益 280,351 339,981

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 280,351 339,981

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（企業結合に関する会計基準等の適用）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日。以下「連結会計基準」

という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離等

会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社

の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用とし

て計上する方法に変更しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合について

は、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半

期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分

から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第３四半期連結累

計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（4）、連結会計基準第44－５項（4）及

び事業分離等会計基準第57－４項（4）に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首

時点から将来にわたって適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

１．保証債務

下記の得意先の分譲マンション販売にかかる手付金等受領額に対して、信用保証会社へ保証を行っております。

 
前連結会計年度

（平成27年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成27年12月31日）

ヤング開発㈱ －　千円 58,900千円

㈱ランドリアン －　千円 36,800千円

 

※２．四半期連結会計期間末日満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって処理しております。なお、当四半期

連結会計期間末日が金融機関の休業日であったため、当該休業日を満期日とする下記の手形が当四半期連結会計期

間末残高に含まれております。

 
前連結会計年度

（平成27年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成27年12月31日）

受取手形 －千円 3,355千円

 

 

（四半期連結損益計算書関係）

該当事項はありません。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連

結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日）

減価償却費 17,086千円 33,809千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年12月31日）

 配当金支払額

 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月25日

定時株主総会
普通株式 51,390 7  平成26年３月31日  平成26年６月26日 利益剰余金

平成26年11月11日

取締役会
普通株式 22,024 3  平成26年９月30日  平成26年12月３日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年12月31日）

 配当金支払額

 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年６月25 日

定時株主総会
普通株式 51,348 7  平成27年３月31日  平成27年６月26日 利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年12月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

   （単位：千円）

 建設事業 運輸事業
合　計
（注）

売上高    

(1）外部顧客への売上高 7,870,964 150,436 8,021,401

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － －

計 7,870,964 150,436 8,021,401

セグメント利益 373,773 7,780 381,554

（注）セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年12月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

   （単位：千円）

 建設事業 運輸事業
合　計
（注）

売上高    

(1）外部顧客への売上高 8,768,237 137,135 8,905,373

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － －

計 8,768,237 137,135 8,905,373

セグメント利益 496,531 14,246 510,777

（注）セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 31円08銭 49円22銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 228,186 361,055

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益金額（千円）
228,186 361,055

普通株式の期中平均株式数（株） 7,341,507 7,335,507

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

   平成28年２月８日

株式会社ソネック    

 

 取　締　役　会　御中  

 

 有限責任監査法人トーマツ  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 森　村　　圭　志　　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 伊　東　　昌　一　　　印

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ソネッ
クの平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成27年10月１日から平成
27年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年12月31日まで）に係る四半期連結財務
諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ
ビューを行った。
 
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する
結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
て四半期レビューを行った。
　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 
監査人の結論
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ソネック及び連結子会社の平成27年12月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要
な点において認められなかった。
 
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
 

 

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は四半期報告書提出

会社が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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